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国産乳製品等競争力強化対策事業実施要綱 

 
平成３０年２月１日付け２９農畜機第５６３６号 

一部改正 平成３１年３月２８日付け３０農畜機第７６０４号 
一部改正 令和元年１２月１３日付け 元農畜機第４９８４号 
一部改正 令和２年 ３月３０日付け 元農畜機第８０１８号 
一部改正 令和２年 ５月１３日付け ２農畜機第 ７０３号 

 
環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ（ＴＰＰ１１を含む。））及び日ＥＵ

経済連携協定の発効を見据え、平成２９年１１月２４日に改訂された「総合

的なＴＰＰ等関連政策大綱」に即し、国産チーズの競争力を高めるとともに、

その需要を確保し、我が国の酪農・乳業関係者が将来にわたって安定的に国

産チーズの生産に取り組めるようにするため、原料面での原料乳の高品質化

の取組の強化、製造面での品質向上・ブランド化等の取組を支援する必要が

ある。 
このため、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、

酪農家におけるチーズ向け生乳の品質向上への取組、チーズ工房等チーズ製

造者における技術研修会、国際コンテスト等への参加等の取組を支援する事

業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法（平成１４年法 律 第  
１２６号）第１０条第２号の規定に基づき補助することとし、もって畜産・

酪農の国際競争力の強化に資するものとする。 
この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）、「畜産業振興事業の実施について」（平成１５年１０月１日付け

１５農畜機第４８号－１）及び「畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措

置について」（平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３７６号）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 
第１ 事業の種目 

この事業の種目は以下のとおりとし、事業実施主体、事業の内容、事

業の実施及び補助金交付の手続等については、事業の種目ごとに別添に

定めるものとする。 
 １ 国産チーズ生産奨励事業 
   チーズ向け生乳の品質向上のため、乳質向上等に資する取組を実施し

た上で、事業実施主体が設定したチーズ向け生乳の乳質基準を満たした

生乳に対する奨励金を交付する事業とし、別添１のとおりとする。 
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２ 国産チーズ競争力強化支援対策事業 
国産チーズ等の競争力を高めるとともに、その需要を確保し、将来に

わたって安定的に国産チーズ等の生産に取り組めるようにするため、 
チーズ工房等チーズ製造者における技術研修会、国際コンテスト等への

参加、チーズの普及活動等に係る取組に対して支援する事業とし、別添

２のとおりとする。 

 
第２ その他 

この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項につ

いては、独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）

が別に定めるものとする。 
 

附 則（平成３０年２月１日付け２９農畜機第５６３６号） 
この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 

 
附 則（平成３０年３月２８日付け３０農畜機第７６０４号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和元年１２月１３日付け元農畜機第４９８４号） 
この要綱は、令和元年１２月１３日から施行する。 

 
附 則（令和２年３月３０日付け元農畜機第８０１８号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和２年５月１３日付け２農畜機第７０３号） 
この要綱の改正は、令和２年５月１３日から施行し、令和２年４月

１日から適用する。 

 


